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Foresight is nothing 
Without insight 

一時免税措置（タックスホリデー） 
 

2011年８月１５日付けで、財務省（“MOF”)は、タックスホリデーと一般的に
知られる一時免税優遇措置の枠組を提供する規則130/PMK.011/2011号 (“以
下規則”)を 発行しました。規則は同日発効しました。 
 
タックスホリデー優遇措置は、法人税の免税を５年から１０年提供し、その後

２年間５０%の法人税の軽減となります。追加の優遇期間は、国内産業の競争
力及び特定産業の戦略的価値を維持する利益のために、財務省により認可され

るかもしれません。  
 
インドネシアで対象産業に投資する計画のある投資家は、タックスホリデー優

遇措置に対して潜在的な資格があるか決定するために、現在の計画を見直すべ

きです。 
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規則によりますと、法人税の５年か

ら１０年間の免税は、商業操業が開

始される年から始まり、その後追加

２年間、５０%の法人税軽減の優遇措
置期間が続きます。規則は、商業操

業の始まる時期は、国税総局長規則

で定義されるとしています。新しい

投資は、最初の年の操業では利益は

でないかもしれませんので、いつ商

業操業が開始すると看做されるかに

より、税務優遇措置を利用すること

ができないかもしれません。 
 

タックスホリデー優遇措置の権利の

ある納税者は、以下の基準の全てを

満たさなければなりません：  
 
• パイオニア産業に従事していなけ
ればならない; 

• 管轄官庁により承認されてた最低
IDR IDR1 兆 (おおよそ US$120 
百万)の新しい投資計画を持たな
ければならない; 

• 投資計画総額の少なくとも１０%
が、投資の実現まで引き出される

ことなく、インドネシアの銀行シ

ステムに預金されていなければな

らない。そして;  
• 規則の発行前１２ヶ月以内、また
は規則の発効後に、インドネシア

の法的存在として設立されなけれ

ばならない。  
  
パイオニア産業という単語は、広範

囲の相関関係をもち、高付加価値及

び外部性をもつ、新しい技術を導入

する、国内全体経済に戦略的価値を

もつ産業と定義されています。現段

階では、規則で網羅されているパイ

オニア産業は: 
 
• 基礎金属産業; 
• 原料が天然石油及びガスからであ
る製油及び/または有機化学産業; 

• 機械産業; 
• 再生エネルギー産業; 及び/または 
• 通信機器産業 

 
パイオニア産業の地位が与えられる

産業は、国内産業の競争力及び特定

産業の戦略的価値を維持する国益を

考慮後に、財務省が将来付け加える

ことができます。 
 
タックスホリデー優遇措置は、投資

計画を実現、そして商業生産開始後

の適格納税者によってのみ利用でき

ます。 

適格納税者は、産業大臣または投資

調整庁局長あてに申請書を提出しな

ければなりません。その後産業省ま

たは投資調整庁局長は最終承認のた

めに財務省に推薦状を提出します。

財務省への申請の提出は、規則が制

定された日から３年以内にされなけ

ればなりません。よって、新しいタ

ックスホリデー優遇措置は、次の３

年以内のみに利用可能と思われます。 
 
財務省に提出する申請の一部として、

産業大臣または投資調整庁局長は、

申請納税者の適格性を証明する書類

を提出、及び一定分析を行う必要が

あります。  
 
必須の分析は、外国投資家の居住国

の“看做し税額控除規則”の実在性の
分析を含みます。看做し税額控除規

則は居住国の法人税計算でインドネ
シアで付与された税務優遇措置の承

認であると記載されています。 こ

の意味は未だ明確ではありませんが、

国税総局実施規則が更なる詳細を提

供すると期待しています。  条件は、
株主、または親会社レベルで、税務

優遇措置の恩恵が失われないことを

確保することが目的かもしれません。 
 
その他の実行されるべき分析は以下

の通りです: 
 
• 投資場所のインフラ可用性; 
• 地元人材の吸収; 
• 申請納税者によるパイオニア産業
基準の充足度のレヴュー; 及び 

• 技術移転の明確及び具体的段階計
画 

 
もし申請が却下された場合、財務省

は納税者に通知する義務があります。 
 
タックスホリデー優遇措置を認可さ

れた納税者は、定期的に国税総局へ

の情報、インドネシア銀行に預金さ

れた資金の使用に対する検証チーム、

投資実現が監査された確認を含む報

告書を提出しなければなりません。

国税総局実施規則は、監査要件の性

質の更なる詳細を提供するべきです。

申請で提案された投資が実際に実現

されたかどうかを示す監査済み財務

諸表を提出する条件があるかもしれ

ません。 
 
もし納税者がタックスホリデー優遇

措置の基準を満たさなかったことが

証明された場合、及び/または必要報
告書を提出しなかった場合は、タッ

クスホリデー優遇措置は取り消され

ます。  
 
パイオニア産業からの収入のみがタ

ックスホリデー優遇措置の対象とな

るようです。規則は、税法で義務付

けられている税の源泉徴収及び回収

義務は、パイオニア産業以外から得

られた収入に対しては依然として適

用されると明記しています。タック

スホリデー優遇措置を付与された納

税者は依然として、現行の税法のも

とで定められた第３者から税金を控

除し回収する義務があります。 
 
所得税法の３１Ａ条に基づき所得税

優遇措置を受けた、特定産業及び・

または特定地域に投資をする納税者

は、規則のもとでのタックスホリデ

ー優遇措置を受ける資格はありませ

ん。同様に、タックスホリデー優遇

措置を受けた納税者は、所得税法の

３１Ａ条のもとでの所得税優遇措置

を受ける資格はありません。
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